
[農用地等一覧]

No 市町村名 大字 字 地番 貸借期間

1 角田市 稲置 字新舘浦 42 10年

2 角田市 稲置 字新舘浦 41 10年

3 角田市 稲置 字新舘浦 62 10年

4 七ヶ宿町 矢崎 20-1 10年

5 七ヶ宿町 矢崎 19-5 10年

6 七ヶ宿町 追分川根 1 10年

7 七ヶ宿町 矢崎 22-1 10年

8 七ヶ宿町 矢崎 59 10年

9 七ヶ宿町 沼ノ内 46 10年

10 七ヶ宿町 沼ノ内 50 10年

11 七ヶ宿町 沼ノ内 46-2 10年

12 七ヶ宿町 沼ノ内 19-10 10年

13 七ヶ宿町 西島田原 2 10年

14 七ヶ宿町 西島田原 4 10年

15 七ヶ宿町 西島田原 9 10年

16 七ヶ宿町 西島田原 26 10年

17 七ヶ宿町 西島田原 28 10年

18 七ヶ宿町 原道上 7-1 10年

19 七ヶ宿町 原道上 7-15 10年

20 七ヶ宿町 原道上 7-2 10年

21 七ヶ宿町 原道上 15-1 10年

22 七ヶ宿町 原道上 21-1 10年

23 七ヶ宿町 原道上 21-4 10年

24 七ヶ宿町 原道上 21-6 10年

25 七ヶ宿町 原道上 7-11 10年

26 七ヶ宿町 新八合 34-1 10年

27 七ヶ宿町 新八合 27-1 10年

28 七ヶ宿町 西島田原 60-1 10年

29 七ヶ宿町 新八合 31 10年

30 七ヶ宿町 阿久土 32 10年

31 七ヶ宿町 阿久土 32-3 10年

32 七ヶ宿町 上八合 7 10年

33 七ヶ宿町 阿久土 22-1 10年

34 七ヶ宿町 阿久土 17-3 10年

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第３項の
規定により，本日から１週間の期間で利害関係人の意見を聴取します。

令和6年8月23日



No 市町村名 大字 字 地番 貸借期間

35 七ヶ宿町 阿久土 33-1 10年

36 七ヶ宿町 阿久土 39-1 10年

37 七ヶ宿町 阿久土 39-5 10年

38 七ヶ宿町 阿久土 30-1 10年

39 七ヶ宿町 西島田原 87 10年

40 七ヶ宿町 西島田原 94 10年

41 七ヶ宿町 阿久土 25-1 10年

42 七ヶ宿町 阿久土 28-1 10年

43 七ヶ宿町 阿久土 29 10年

44 七ヶ宿町 新八合 29-1 10年

45 七ヶ宿町 原道上 5 10年

46 七ヶ宿町 原道上 1-1 10年

47 七ヶ宿町 原道上 6-1 10年

48 七ヶ宿町 原道上 14-1 10年

49 七ヶ宿町 原道上 14-3 10年

50 七ヶ宿町 原道下 23 10年

51 七ヶ宿町 原道下 21-1 10年

52 七ヶ宿町 原道下 22-1 10年

53 七ヶ宿町 原道上 15-4 10年

54 七ヶ宿町 原道上 15-5 10年

55 七ヶ宿町 原道下 19-1 10年

56 七ヶ宿町 原道上 4-7 10年

57 七ヶ宿町 原道上 24-2 10年

58 七ヶ宿町 原道下 24-1 10年

59 七ヶ宿町 西島田原 3 10年


